
 

予防接種に関する注意 

異なるワクチンの接種間隔   網がけは、町より個別通知します 

予防接種を受けた翌日から数え始めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<注意>> 

 

 

 

 

                    参考） 医薬品･医療機器等安全性情報 

                        予防接種ガイドライン ２０２０年度版 

＊ 母子健康手帳後半部分の「予防接種」に関する情報や、「町の定期予防接種実施予定表」も参

考にしましょう。 

＊ 任意接種のもの（おたふくかぜ等）は予防効果や副反応について十分御理解の上、接種を判

断してください。 

＊ ご不明な点は、保健福祉課保健係へお問い合わせ願います。(電話:64-2215) 

不活化ワクチン 

経口生ワクチン 

注射生ワクチン 

経口生ワクチン 

不活化ワクチン 

経口生ワクチン ロタ 

不活化ワクチン 

2 種混合(DT)、4 種混合、

ヒブ、肺炎球菌、B 型肝炎、

日本脳炎、季節性インフル

エンザ など 

注射生ワクチン 

BCG、麻疹･風疹混合(MR)、

水痘、おたふくかぜ 
間
隔
に
関
す
る
規
定
な
し 

27 日以上あける 注射生ワクチン 

･接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹などの症状が出ることがあります。規定上接種が可能な

期間であっても、必ず発熱や接種部位の腫脹がないことなど体調に問題がないことを確認してから、

接種してください。 

･特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。 

･同一のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔については添付文書等の規定に従ってください。 

(4 種混合の次に 4 種混合を接種する場合は 20 日以上、ヒブの次にヒブ･肺炎球菌の次に肺炎球菌

を接種する場合は 27日以上間隔をあける。) 

2020年10月1日から 


